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上 記 審 査 請 求 人 か ら 平 成21 年 ６ 月3Q 日 付 け で 提 起 の 生 活 保 護 法 （ 昭 和

25 年 法 律 第144 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） に 棊 づ､ く 平 成21 年 ６ 月15 日 付 け
生 活 保 護 費 返 還 額 決 定 処 分 （ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。） に 対 す る 審 査
請 求 に つ い て 、＼次 の と お り 裁 決 し ま す 。　　　 匸　　　　　　　 十　 く。　･ ･･丶 Ｉ　　　　　　　　　　　＝
Ｉ　　●　　　　　　　　　　　　　　Ｉ ●　　　　　　　・主　 文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀　　　　　　　　 十

京 都 市 深 草 福 祉 事 務 所 長 が 平 成21 年 ６ 月15 日 付 け で 審 査 請 求 人 に 対 し
七 行 っ た 本 件 処 分 を 取 り 消 す 。∧　　　　　　　　　　　

犬　　　 卜

理 由 二 ・｡｡　・｡　　･｡ ・　　･ 、　　　　　　　　　　 ∠　　　 卜 ’二
１　 審 査 請 求 の 要 旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

匸　ノ
審 査 請 求 人 「 以 下f 請 求 人 」 と い う 。）卜 は 、 京 都 市 深 草 福 祉 事 務 所

長 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い り 。） が 行 う た 本 件 処 分 に 対 し 、 次 の 理 由 に
よ･り 処 分 の 取 消 し を 求 め る 。＼　 ｊ　　　　　　　　二　　I.
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（ 理 由 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダ　　･I　　　　　　 卜
処分庁は、当初、事故治療費のうち、示談により事故の相手方から

支払われる医療費負担額を返還するように説明していた。　　 し
活
資

処分庁が交通事故における被保護者の弁護士に対して送付した「生保護法での医療費立替額について（回答）」（審査請求 書に添付の
料１．∧以 下「回答書」とい うy。）=という 書面｡にも、そのよ うに書か

れてい た。
ところが、宍処分庁は、､相手方負担額に限らず、

還を求める本件処分を行った。づ　　　　　 △
事故治療發全額の返

本件処分は、法第63条の「資力」が事故発生時に生じるど解釈した
ものであるが√法の解釈を誤ったものであり、違法又は不当である。

２コ処分庁の弁明の要旨　　　　　　　　　 ＼　　　　　　卜　　 卜
(1) 法 第63 条 の 「資 力」 の 発 生 時 点 と は 、「 第 三 者 加 害 行 為 に よ る 補 償
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金 、 保 険 金 等 を 受 領 し た 場 合. に お け る 生 活 保 護 法 第63 条 の 適 卅 に つ い
て 」 （紹 和47 年12 月 ５ 日 社 保 第196 号 厚 生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知

． 以 下
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、
事 故 発 生 時 点 で あ る
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(2) 確 か に 、 回 答 書 に は ダ｢こ の 内 、 事 故 祖 手 側 の 負 担 分 に っ い て は 負

担 割 合 決 定 後 返 還 し て い た だ ぐ よ う お 願 い し ま す 。｣ と 記 載 し た
。／

・　冫　丶･　　　ｋ　丶　~ ~ 　　　●　冫。、　一一　・　－しかし、＼これは、本件処分に係る返還額を確定七、事前に通知するものではない。返還額の確班は、所内会議を経た上で決定されること
を繰り返し説明しているため、本件処分は適法かつ適正であり、何ら
違法又は不当な点はない

（3） したがって、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。



３　審査庁の認定事実及び判断
（1） 認定事実　　　　　 ＼

ア　 処 分 庁 は 、･.平 成12 年 ８ 月 ２８ 日 付 け 變 、 請 求 人 の 夂 で あ る 匸 二 三 己:Tﾌ
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イ
（ 以 下 「 被 保 護 者 」 と い う 。） の 保 護 を 開 始 し た 。
心i-i ●ﾐﾐｰ･一一一一』-●●●● 、被保護者は、通路を横断中に交通事故に遭い

=｡に 入 院 し た 。
分庁は、被保護者が交通事故の示談交渉をｌ ” ｀'ｌ　ｌ ／わり 冖丶　癶こノＪyJ lc幺丶 以 鵈 文１＝jｒ 二人 剏 ｀1ヂ‘ 叺 叭ノ小 眠 χ 抄‘ご

依 頼 し て い た 弁 護 士 か ら 、 病 院 か ら 支 払 を 求 め ら れ て い る'未 払 い 治

療 費 に つ い て 、 医 療 扶 助 に よ る 立 替 払 を し て ほ し い と の 依 頼 を 受 け

た 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダ▽

こ の 依 頼 に 基 づ き 、 処 分 庁 は 、 事 故 治 療 費 を 医 療 扶 助 に よ り
2,353､800 円 立 て 替 え た 。　　　　 ∧　　　　　 六 ト　 ト　 ト

平 成2J 年 １ 月 ５,日 付 け の 回 答 書 に お い て 、･処 分 庁 は 、 弁 護 士 に 対
し て 、 立 て 替 え て い る 医 療 費 は 、2,  353,800 円 で あ り 、 こ の う ち 、
事 故 相 手 方 の 負 担 分 に づ い て は 負 担 割 合 決 定 後 に 返 済 し て も ら う よ

う 記 載 し 、 送 付 し た 。　　 。：　　　　　。　、
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禹 　 し 被 保 護 者 死 亡 … … ……

△　 請 求 人 等 ぱ 、 相 続 放 棄 を す る こ と も 視 野i と 入 れ て い た が 、 限 定 承
認 す る こ と と し た 。　　 ∧　　　　 卜　　 卜　　　

卜　　　　 ／
∧ そ の 後 、 交 通 事 故 の 柤 手 方 と 示 談 が 成 立 し 、 損 害 賠 償 金 は 、

[二 ⊇ 三ｦｺ 円 と な り 、 ご の 中'に 削 後 遺 障 害 に 係 る 損 害 賠 償 金 及 び

こ れ に 伴 うし文 書 料 等 経 費 と 合 わ せ て 匚 ⊇ 三 コ 円 が 含 ま れ て い た
。

そ= し て 、 請 求 人 等 の 口 座 に 、 損 害 賠 償 金 ‾ ‥　　 円 か ら 弁 護 士 報匚 ⊇三 二]

酬 を 引 い た 額 と しT て ぐ 合 計[ 二 ⊇ 三 ゴ 円 が 振 り 込 ま れ た
。　　 ご'

オ ト 処 分 庁 は 、 平 成21 年6-J3  15 日 付 け で 医 療 扶 助 費2,  353,  800 円 の 返
ペ 還 を 求 め る 本 件 処 分 を 行 っ た 。　　　　　　　
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2) 判 断　　　　　　　　　　　 ご　　 卜　　　　　 卜　
ご　

ｊ　コ
ア　 費 用 返 還 義 務 一　 ／　　 十　　　　　　　　　　 ‥

‥
‥

法 第63 条･ に よ る と 、 資 力 が あ る に も か か わ ら ず 、 保 護 を 受 け た と

き は 、 受 け た 保 護 金 品 に 相 当 す る 金 額 の 範 囲 内 に お い て 保 護 の 実 施

機 関 の 定 め る 額 を 返 還 し な け れ ば な ら な い と さ れ て い る; 、　 レ
イ　 資 力' に つ い て し　 ○　　 ＼　　　　　　　　　　 ∧　　

・
＼ 課 長 通 知 に よ る と 、 自 動 車 事 故 の 場 合 、 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法( 昭

和30 年 法 律 第97 号) に よ り 保 険 金 が 支 払 わ れ る こ と が 確 実 な た め 、
法 第63 条 の 費 用 返 還 額 の 決 定 に お け る 資･力 の 発 生 時 点 は 、 事 故 発 生
時 点i と さ れ て い る 。　‥ ‥ ‥

‥
‥ ‥'　　　　

。･　　　　 ＼　 ‥ ‥ ‥

ま た 、生 活 保 護 手 帳 別 冊 問 答 集2009  (以 下「別 冊 問 答 集 」とい う。）
問13 の゛6 の（３ ）の 答 に は 、‘ 自 動 車 事 故 等 にお け る資力 発 生時 点 は 、
ｌ-●.t　J~ .丶･　　　J-　－　－　`　　　　　‾　　‾加害｡行為の鵞生時点 から損害賠償請求権を有するため、当該時点で
資力め発生があ’つたものとして取り扱 うごとと`なるが、ここにいう
損害賠償請求権は単なる可能性のようなものでは足りず√例外的には、損害賠償請求権が客観的に確実性を有するに至ったと判断され
る時点とすることが適当である旨、記載されている。　　 ∧
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そ う す る と 、 後 遺 障 害 以 外 の 損 害 に つ い て の 賠 償 金 の 資 力 発 生 口

は 、 原 則 ど お り 事 故 発 生 日 と 解 さ れ る が 、 後 遺 障 害 に お け る 損 害 の
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場 合 に は
、
症 状 固 定 時 に な ち な い と 損 害 額 が 明 確 に は な ら な い 以 上
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め 、

る 。
資力発生日は、損害額の算定が可能となる症状固定日と解され

本件について みると、自動車事故についての損害賠償金のうち、
袗遺障害を除く損害賠償｡金の資力発生日は、亊故発生ロマある匚ご匸二三三回二]-となる。　 、　ヶ　　　　　　　　　　　　　　二
これに対して、後遺障害に係る損害賠償金の資力発生日は、後遺
障害の症状固定日であ石匸二 三 三ご 二]=とな名レ　　　　 ＼
しかしながら、処分庁は、後遺障害に係る損害賠償金も含めて、
資力鵞生日を匚二⊇ 三 万三二ｺ として本件処分を桴ってい右ためJ、
資力発生日に係る処分庁の認定には誤りが認められる。　△

ウ　本件処分の適否　 二　　　　　　　△　　　▽　　　　 ……
本件処分で処分庁が定めた返還請求額2, 353,800円は、処分庁が
資力発生日と認めた事故発生口以後に支弁した保護費であるとして
法第63条による返還の対象とされたものであるが、前述のとおり法
≒第63条は、発生した資力を限度として支給した保護金品に相当する
し額を返還させるこヽととなっている。　へ　　　　　匸　‥　　　 ごそ与すると、本件処分に係る返還請求額は、損
力発生日、すなわち事故発
における:症状固定日である

日'で あ る

一一一償 金 の 性 質 に よ り 区 分 し て そ れ

金に係る資
と後遺障害

の両日'であると損害賠
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を 限 度 と し て 支 給 し た 保 護 金 品 に 相 当 す る 額 を 上 限 と､ し て･ 決 定 す ぺ

き 七 あ る が 、
処 分 庁 は

、
後 遺 障 害 に 対 す る 損 害 賠 償 金 も 含 め･ て 毎 の

全 額 の 資 力 発 生 日 を 事 故 発 生 日 と も 、
時 期 に 応 じ た 資 力 を 超 え る 額

を 返 還 請 求 額 と し て 決 定 し て お り √ そ め 算 定 方 法 に 誤 り が あ っ た と

言 わ ざ る を 得 な い 。　　　　　　　　　 、･
よ っ て 、 本 件 処 分 に は 瑕 疵 が あ る と 認 め

、 行 政 不 服 審 査 法( 昭 和

37 年 法 律 第160 号) 第40 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り
、

主 文 の と お り 裁 決

ｊ す る 。　　　　 し　 Ｔ　　 ７　 十　　 ノ　　　　　　　 ト　　　　 し

平成24年３月29 日

京都府知事 山田啓
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